
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
人
事
委
員
会 

委
員
長 

舩 
 

木 
 

孝 
 

和 

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
） 

組 

織 

職 

（
略
） 

議

会 

事

務

局 

（
略
） 

（
略
） 

課

長 

担

当

課

長 

（
略
） 

知
事
部

局 

本

庁 

（
略
） 

経
営
戦
略
審
議
官 

産
業
政
策
審
議
官 

都
市
建
築
技
術
審
議
官 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

こ
ど
も
家
庭

セ
ン
タ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

所
長
（
そ
の
他
） 

支

所

長 

次

長

（

西

部

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
） 

組 

織 

職 

（
略
） 

議

会 

事

務

局 

（
略
） 

（
略
） 

課

長 

 

（
略
） 

知
事
部

局 

本

庁 

（
略
） 

経
営
戦
略
審
議
官 

 

都
市
建
築
技
術
審
議
官 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

こ
ど
も
家
庭

セ
ン
タ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

所
長
（
そ
の
他
） 

 

次

長

（

西

部

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 
 

別
表
第
二
の
チ
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。 

リ 

情
報
職
給
料
表 

職
務

の
級 

区
分 

管

理

職

手

当

の

額 

七
級 

一
種 

十
三
万
円 

二
種 

十
二
万
円 

三
種 

十
万
円 

六
級 

二
種 

十
一
万
円 

三
種 

九
万
円 

五
級 

三
種 

八
万
五
千
円 

四
種 

五
万
五
千
円 



 

四
級 

四
種 

五
万
円 

 
 
 

附 

則 

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


